
令和４年１月１７日 

保護者・生徒の皆様 

島根県立浜田水産高等学校長 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止について（お知らせ・お願い） 

 

 現在、浜田地区においてはこれまで経験がないようなスピードで新型コロナウイルスの

感染が拡大している状況です。本校においても感染予防の観点から、当面の間、下記のよう

に対応いたしますので、お知らせとお願いをいたします。 

 

記 

 

１．マスク、手洗い、手指消毒、換気、密を避けるなどの基本的な対策をこれまで以上に

徹底します。ご家庭でも同様のご指導をお願いします。 

 

２．当面の間（１月２３日（日）までをめどにしています）は部活動は行いません。 

（日にちが迫っている資格試験の補習等は十分な感染対策をとった上で行います） 

・放課後は寄り道せず速やかに帰宅するようにしてください。 

・土日などの休日についても、友人宅へ遊びに行ったり、用事がないのに人の集まる

商業施設に行くなどの感染リスクが高まるような行動は慎むようにしてください。 

 

３．昼食時は一方向を向いて黙食をします（各クラスに教員が指導に入ります）。 

 

４．毎日の健康観察を確実にお願いします。 

・健康状態記録表の症状に一つでも当てはまるものがあれば、休んでください（欠席

ではなく出席停止扱いとなります）。登校後に症状があれば、保護者の方へお迎え

をお願いすることになりますので、朝の時点で確実な確認をお願いします。 

・同居の家族の方に風邪症状などの不調がある場合も休ませてください（この場合も

欠席ではなく出席停止扱いとなります）。 

   

５．寮内でも対策強化を継続します。 

・寮内マスク着用・手洗い、手指消毒 

・食事を２班に分けて密を避ける 

・部屋の往来の禁止 

・部屋の換気（2、３号棟は換気システムあり） 

【裏面へ】 



 

※万が一、生徒や同居の家族に陽性や濃厚接触者の判定がなされた場合の登校の可否に

ついては下記のとおりです。 

 

 

１．生徒が「陽性」と判定された場合 

  ・保健所の指示する期間は休ませてください。 

 

２．生徒が「濃厚接触者」と判定された場合 

  ・検査結果が「陰性」であっても保健所の指示する期間は休ませてください。 

 

３．生徒の同居家族が「陽性」と判定された場合 

  ・生徒自身が「濃厚接触者」と特定された場合には、「２．」の対応をお願いします。 

 

４．生徒の同居家族が「濃厚接触者」と特定された場合 

  ・検査の結果が出るまでの登校については、学校にご相談ください。 

 （１）「濃厚接触者」と特定された家族が「陽性」だった場合 

  ・生徒自身が「濃厚接触者」と特定された場合には、「２．」の対応をお願いします。 

 （２）「濃厚接触者」と特定された同居家族が「陰性」だった場合 

  ・基本的には登校は可能ですが、心配などもあろうかと思いますので、登校については

学校にご相談ください。 

 

注）いずれの場合も、学校への連絡やご相談をお願いします。 

 

 

 


